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第
７
回
定
例
会

（
７
月　

日
開
催
）

１４

【
議　

題
】

▽　

小
金
井
市
立
図
書
館
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い

て
＝
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ

た
。

▽　

小
金
井
市
公
民
館
企
画
実
行

委
員
の
委
嘱
に
関
し
同
意
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て
＝
原
案
ど

お
り
可
決
さ
れ
た
。

【
報
告
事
項
】

　

▽
平
成　

年
第
２
回
小
金
井
市

２７

議
会
定
例
会
に
つ
い
て　

▽
特
別

支
援
教
室
の
導
入
に
つ
い
て　

▽

平
成　

年
度
使
用
教
科
書
の
採
択

２８

方
針
等
の
概
要
報
告　

▽
海
の
移

動
教
室
に
つ
い
て　

▽
玉
川
上
水

人
道
橋
の
橋
名
の
決
定
に
つ
い
て

▽
小
金
井
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー
２
０

１
５
に
つ
い
て

　

会
議
録
（
平
成　

年
第
６
回
ま

２７

で
）は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー（
市

役
所
第
二
庁
舎
６
階
）
、
図
書
館

本
館
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
次
回
教
育
委
員
会
の
日
程

と
き
・
と
こ
ろ　

８
月　

日（
火
）

２５

午
後
１
時　

分
、
市
役
所
第
二
庁

３０

舎
８
階　

会
議
室

８０１

　

傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
会
議

室
で
傍
聴
券
を
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
。

　

請
願
は
、
い
つ
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

問
合
先　

庶
務
課
庶
務
係
（
市
役

所
第
二
庁
舎
７
階
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

８
７
２
）

　

市
と
東
京
農
工
大
学
は
、
相
互

利
用
す
る
た
め
の
協
定
を
結
ん
で

お
り
、
市
民
の
方
は
、
同
大
学
小

金
井
図
書
館
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
相
互
利
用
の
拡
大

に
よ
り
、
同
大
学
府
中
図
書
館
も

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

利
用
方
法
等
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

図
書
館
本
館
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
３
８
）

３８３
 　

緑
セ
ン
タ
ー
（
公
民
館
緑
分

館
・
図
書
館
緑
分
室
）
は
、
館
内

天
井
照
明
器
具
交
換
の
た
め
、
全

館
臨
時
休
館
（
野
外
施
設
含
む
）

し
ま
す
。

休
館
期
間　

９
月　

日
（
月
）
～

１４

　

日
（
土
）

１９※　

図
書
館
緑
分
室
は　

日（
水
）

１６

ま
で
。

問
合
先　

公
民
館
緑
分
館
（
☎　
０４２

儿　

儿
７
３
０
１
）

３８７

 　

平
成　

年
第
３
回
小
金
井
市
議

２７

会
定
例
会
が
、
８
月　

日
（
月
）

３１

か
ら
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

原
則
、
午
前　

時
か
ら
、
本
会

１０

議
は
議
場
（
市
役
所
本
庁
舎
４

階
）
、
委
員
会
は
第
一
会
議
室

（
同
３
階
）
で
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
な
問
題
や
市
の

重
要
案
件
が
ど
の
よ
う
に
審
議
・

決
定
さ
れ
て
い
く
か
な
ど
を
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
傍
聴
を
お
勧

緑
セ
ン
タ
ー
（
公
民
館
緑

分
館
・
図
書
館
緑
分
室
）

臨
時
休
館

市
議
会
の
傍
聴
に

お
越
し
く
だ
さ
い

め
し
ま
す
。

　

市
議
会
の
傍
聴
は
ど
な
た
で
も

で
き
ま
す
が
、
議
会
事
務
局
で
簡

単
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
議
会
の
日
程
、
議
案
な

ど
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

議
会
事
務
局
（
市
役
所

本
庁
舎
４
階
☎　

儿　

儿
９
９
４

０４２

３８７

７
）

 
縦
覧
内
容　

武
蔵
野
都
市
計
画
公

園
事
業
、
小
金
井
都
市
計
画
公
園

事
業
、
小
平
都
市
計
画
公
園
事
業

及
び
西
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業

小
金
井
公
園
の
事
業
計
画
の
変
更

に
つ
い
て

変
更
点　

事
業
施
行
期
間
を
平
成

　

年
度
末
か
ら　

年
度
末
へ
変
更

２６

３１

縦
覧
期
間　

事
業
施
行
期
間
終
了

ま
で
の
午
前
８
時　

分
～
正
午
、

３０

午
後
１
時
～
５
時
（
土
曜
・
日

曜
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
・
問
合
先　

都
市
計
画

課
都
市
計
画
係
（
市
役
所
第
二
庁

都
市
計
画
事
業
の
図
書
の

縦
覧

舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８
５
９
）

０４２

３８７

 　

特
別
支
援
教
育
は
、
子
ど
も
た

ち
一
人
ひ
と
り
の
持
つ
力
を
高
め

ら
れ
る
よ
う
、
適
切
な
教
育
や
指

導
を
通
じ
て
必
要
な
支
援
を
行
う

教
育
で
す
。

　

こ
の
考
え
方
を
多
く
の
皆
さ
ん

に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
講
演

会
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

８
月　

日
（
金
）
午
前

２１

９
時　

分
～
正
午

３０

と
こ
ろ　

市
民
会
館
・
萌
え
木
ホ

ー
ル

講　

師　

泉
田
巧
人
さ
ん
（
都
教

育
庁
統
括
指
導
主
事
）
、
松
田
修

さ
ん
（
東
京
学
芸
大
学
准
教
授
）

定　

員　
　

人
（
申
込
順
）

３０

申　

込　

８
月　

日
か
ら
、
電
話

１７

ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で
氏
名
・
参
加

人
数
・
電
話
番
号
を
指
導
室
指
導

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
７
７ 
　

０４２

３８７

０４２

儿　

儿
１
１
３
３
）
へ
。

３８３ 特
別
支
援
教
育
講
演
会

「
特
別
な
教
育
的
ニ
ー
ズ

　

が
必
要
な
子
ど
も
の
理

　

解
と
支
援
に
つ
い
て
」FAX

 　

親
子
で
２
歳
ク
ラ
ス
の
部
屋
で

遊
び
ま
せ
ん
か
。

と　

き　

９
月　

日
（
木
）
午
前

１０

９
時　

分
～　

時　

分

４５

１０

３０

と
こ
ろ　

同
保
育
園

対　

象　

１
・
２
歳
の
お
子
さ
ん

と
保
護
者

定　

員　

８
組
（
申
込
順
）

申　

込　

９
月
１
日
か
ら
、
電
話

で
同
保
育
園
（
☎　

儿　

儿
１
１

０４２

３８３

８
０
）
へ
。

 　

リ
ズ
ム
遊
び
、
離
乳
食
の
話
、

同
じ
地
域
の
方
と
の
交
流
等
を
通

じ
て
育
児
を
学
び
ま
す
。

と　

き　

９
月　

日
（
木
）
、　

１０

２４

日
（
木
）
午
前　

時
～　

時　

分

１０

１１

３０

市
立
く
り
の
み
保
育
園

く
り
の
み
で
あ
そ
ぼ
う
会

エ
ン
ジ
ェ
ル
教
室

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

対　

象　

４
～
５
か
月
児
と
保
護

者申　

込　

電
話
ま
た
は
直
接
、
子

ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎　
０４２

儿　

儿
３
１
４
１
＝
月
曜
・
日
曜

３２１
日
を
除
く
）
へ
。

 
社
会
福
祉
協
議
会
取
扱
分

◎
６
月
分　
　
　
　
（
敬
称
略
）

【
一
般
寄
附
】

▽
４
万　

円
＝
む
さ
し
小
金
井
自

９００

動
車
教
習
所　

▽
５
千　

円
＝
ス

１４１

マ
イ
ル　

▽
５
千
円
＝
寺
塚
忠
春

▽
２
千　

円
＝
ち
ょ
こ
っ
と
募
金

５３４

箱
（
２
件
）

【
特
定
寄
附
】

◆
交
通
災
害
等
遺
児
の
た
め
に

▽
５
万
７
千　

円
＝
聖
パ
ー
ト
２

６６３

善善
意意
のの

輪輪

の
歌
を
愛
す
る
お
客
様
一
同

◆
バ
ス
購
入
の
た
め
に

▽
１
万
８
千　

円
＝
ひ
と
り
ぐ
ら

１３０

し
高
齢
者
交
流
会
バ
ス
募
金
箱　

▽
１
万
２
千　

円
＝
民
生
懇
話
会

３６５

▽
５
千　

円
＝
貫
井
南
町
東
自
治

６２８

会

〈
開
設
予
定
施
設
〉

施
設
名　
（
仮
称
）み
ら
い
え
保
育

園
武
蔵
小
金
井
（
本
町
１
儿　

）
１８

開
設
予
定
日　
　

月
１
日
（
木
）

１０

対　

象　

０
～
２
歳

〈
平
成　

年
度
募
集
内
容
〉

２７

対　

象　

０
～
１
歳

定　

員　
　

人
（
０
歳
児
＝　

１６

１０

人
、
１
歳
児
＝
６
人
）

※　

平
成　

年
度
は
、
２
歳
児
の

２７

募
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

〈
利
用
申
請
方
法
等
〉

　

保
育
施
設
等
申
請
案
内
で
案
内

し
て
い
る
年
度
途
中
の
受
け
付
け

と
は
、
別
の
期
間
で
の
申
請
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
同
施
設
の
申
請
は
他
施

設
の
申
請
に
優
先
し
て
行
い
ま

す
。

　

利
用
希
望
者
が
施
設
の
定
員
を

超
え
た
と
き
は
、
一
定
の
基
準
に

従
い
、
保
育
の
必
要
性
の
高
い
児

童
か
ら
順
次
利
用
開
始
と
な
り
ま

す
。

　

０
歳
児
は
、
生
後　

日
目
以
降

５７

か
ら
利
用
対
象
と
な
り
ま
す
。

受
付
期
間　

８
月　

日
（
月
）
～

１７

　

日
（
月
）
午
前
８
時　

分
～
午

３１

３０

後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）

※　

書
類
の
不
備
等
が
あ
る
場

合
、
追
加
で
提
出
を
お
願
い
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
基
準　

保
育
施
設
等
の
利
用

申
請
が
で
き
る
児
童
は
、
そ
の
保

護
者
の
い
ず
れ
も
が
、
一
定
の
要

件
に
よ
り
保
育
に
当
た
る
こ
と
が

で
き
な
い
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※　

平
成　

年　

月
１
日
時
点
で

２７

１１

育
児
休
業
を
取
得
中
の
方
は
、

　

月
１
日
利
用
開
始
の
要
件
に

１０該
当
し
ま
せ
ん
（
育
児
休
業
取

得
中
の
方
で
内
定
し
た
場
合
、

　

月
中
に
育
児
休
業
を
終
了
す

１０る
必
要
が
あ
り
ま
す
）
。
育
児

休
業
取
得
対
象
児
以
外
の
お
子

さ
ん
も
同
様
で
す
。

利
用
料　

保
護
者
の
平
成　

年
度

２７

住
民
税
所
得
割
額
（
区
市
町
村
民

税
の
み
）に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

申
請
書
等
配
布　

保
育
課
で
配
布

す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

必
要
書
類
等　

平
成　

年
度
住
民

２７

税
（
非
）
課
税
証
明
書
（
平
成　
２７

年
１
月
１
日
現
在
、
小
金
井
市
に

住
民
票
が
な
い
場
合
）
の
ほ
か
、

左
記
の
書
類
が
必
要
で
す
。

【
①
新
規
申
請
の
方
】

　

▽
支
給
認
定
申
請
書
兼
保
育
施

設
等
利
用
申
請
書　

▽
勤
務
証
明

書
等
現
況
を
証
明
す
る
書
類

▽
平
成　

年
度
住
民
税
（
非
）
課

２６

税
証
明
書
（
平
成　

年
１
月
１
日

２６

現
在
、
小
金
井
市
に
住
民
票
が
な

い
場
合
）

※　

世
帯
の
状
況
に
よ
り
提
出
す

る
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
②
平
成　

年
度
の
申
請
を
既
に

２７

し
て
い
る
方
】

希
望
施
設
（
事
業
者
）
変
更
申
請

書
等

申
請
方
法　

必
要
書
類
を
持
参
の

う
え
、
直
接
、
保
育
課
へ
。
②
は

郵
送
で
の
申
請
も
受
け
付
け
ま

す
。（
受
付
期
間
内
必
着
）

問
合
先　

保
育
課
保
育
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所

第
二
庁
舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

４
６
）

東
京
農
工
大

東
京
農
工
大
学学

図
書
館
と

図
書
館
と
のの

相
互
利
用
が
拡

相
互
利
用
が
拡
大大

小
規
模
保
育
施
設

小
規
模
保
育
施
設
をを

開
設
準
備

開
設
準
備
中中

○１７４
　日ごろより、ごみの減量および資源化の推進にご協力いただきありがとうございます。
　６月分の燃やすごみ地区別１人１日当たり排出量は、２８７.３ｇとなり、目標値（２８１.８ｇ）を
５.５ｇ上回る結果となりました。
　７月から、難再生古紙の拠点回収ボックスを、市役所第二庁舎１階と、保健センターにも設
置し、回収拠点を増設しました。写真やコーティングしたダイレクトメール、防水加工された
紙コップの他、缶ビールのセット包装（６缶セットのマルチパック）などは、通常の資源物の
古紙としては回収できませんが、難再生古紙として特殊な処理をすることで、リサイクルでき
ます。ぜひご活用ください。
　また細かくちぎった紙も、１ｃｍ四方程度以上であれば、使用済み封筒・紙袋などにまとめた
り、雑誌にはさんだりして、古紙としてリサイクルできます。古紙は溶解処理するので、雨に
 濡 れても回収できます。雨の日もビニール袋に入れずに、できるだけ紙ひもでしばって出して
ぬ

ください。
　乾電池や蛍光管、水銀体温計や、リチウムコイン電池（型式番号がＣＲとＢＲ）は、市の有
害ごみとして、透明や半透明の袋に「有害」と書いて出していただけます。ただし、ボタン電
池や充電式電池は回収を行っている販売店にお持ちください。
　きちんと分別すれば、無料回収の対象となるものはたくさんあります。ごみの分別について
は、ごみカレンダーのほか、スマートフォンやタブレット向けの「ごみ分別アプリ」にも詳し
く掲載しています（アプリ利用は無料配信で、通信料は自己負担です）。
　最後に、使用済みの花火は、燃やすごみです。
十分水をしみこませてから、出してください。
　子どもたちの安全に配慮し、きちんとごみの
分別をして、思い出に残る
楽しい夏休みをお過ごしく
ださい。

1か月の燃やすごみ地区別
1人1日当たりの排出量 （単位：g）

地　　区
火・金地区 300.4 281.8 18.6

武蔵小金井 東小金井

6月 目標量 増減量

市内全域

287.3 281.8 5.5

増減量6月 目標量
燃やさない
ごみ

（市内全域） 35.4 34.4 1.0
目標量 増減量6月

月・水・木・土地区 275.3 281.8 △6.5 やった
減量成功

目標より
増えちゃった
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